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松崎町鳥獣被害防止計画

＜連絡先＞

担当部署名 松崎町産業建設課

所 在 地 静岡県賀茂郡松崎町宮内 301-１

電 話 番 号 0558-42-3965

ＦＡＸ番号 0558-42-3183

メールアドレス kensetsu@town.matsuzaki.lg.jp

計画作成年度 令和４年度

計画主体 松崎町



１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針

（１）農業者の被害の現状（令和３年度）

（２）被害の傾向

面積(ha) 金額(千円)

イ ノ シ シ 果 樹 0.1713 2,410

シ カ 果 樹 0.0523 340

サ ル 果 樹 0.0813 1,465

被害の現状

被害数値鳥獣の種類
品目

対象鳥獣 イノシシ、ニホンジカ、サル、アナグマ、ハクビシン

計画期間 令和５年度～令和７年度

対象地域 松崎町内

サル

ある程度の集団で出没し、短い期間で大きな被害を発生させ

る。主な被害品目は柑橘類である。防護柵設置などの被害対策

が進み、農業者への被害は減少しているが、自家消費分の農作物

や林産物の被害は減少していない。

イノシシ

防護柵設置などの被害対策が進み、農業者への被害は減少し

ているが、自家消費分の農作物や林産物の被害は減少していない

と考えられる。被害は松崎町全域にわたり、住宅地でも目撃さ

れている。

ニホンジカ

防護柵設置などの被害対策が進み、農業者への被害は減少し

ているが、自家消費分の農作物や林産物の被害は減少していない

と考えられる。被害は松崎町全域にわたり、住宅地でも目撃さ

れている。

ハクビシン

アナグマなど

おもにスイカやトウモロコシの被害報告がある。ハクビシン

かアナグマかまたはタヌキによる被害かどうかの判別が難し

い。



（３）被害の軽減目標

（４）従来講じてきた被害防止対策

指標 現状値（令和３年度） 目標値（令和７年度）

鳥獣の種類 面積

(ha)

金額

(千円)

面積

(ha)

金額

(千円)

イノシシ 0.1713 2,410 0.154 2,169

ニホンジカ 0.0523 340 0.047 306

サル 0.0813 1,465 0.073 1,318

合計 0.3049 4,215 0.274 3,793

従来講じてきた被害防止対策 課題

捕獲等

に関す

る取組

1.賀茂猟友会松崎分会へ補助金交付

2．鳥獣出没の連絡があった際には、

猟友会に協力を依頼して捕獲を実

施。

3.猟友会員所有のわなによる捕獲

4.町所有の箱わなによる捕獲

-町所有の箱わなの種類-

・大型箱わな(ｲﾉｼｼ・ｼｶ用)

・中型箱わな(ｻﾙ用)

・小型箱わな(ｱﾅｸﾞﾏ・ﾊｸﾋﾞｼﾝ用)

5.猟友会員によるわなの管理と捕獲

した際の処分

6.松崎町野猿等対策協議会所有のわ

なによる捕獲

(わなは伊豆地域鳥獣対策協議会よ

り借用分も含む)

-協議会所有のわなの種類-

・大型箱わな(ｲﾉｼｼ・ｼｶ用)

・小型箱わな(ｱﾅｸﾞﾏ・ﾊｸﾋﾞｼﾝ用)

・くくりわな

・捕獲許可基準を満たしているの

は猟友会員以外いないに等し

く、担い手不足の状態が続いて

いる。

・捕獲にあたる猟友会員の高齢化

が進み、退会者はいるが、新規会

員はほとんどいない。

・新規狩猟免許取得者が狩猟税の

高さや手続きの煩雑さから猟友

会に所属せず、狩猟者登録をし

ないことが多いため、実質的な

捕獲可能人数が増えず、狩猟文

化や技術が継承されない。

・猟銃等所持許可の取得や猟銃の

所持に係る費用負担が大きいた

め、銃猟免許所持者が減少して

いる。

・捕獲した野生鳥獣を埋設する作

業に多大な労力が掛かってい

る。

・わなの老朽化が進み、修理や更新

が必要になってきている。



7.捕獲報償金

・サル、イノシシ、シカの捕獲につ

いて捕獲報奨金を支出する。

8.狩猟免許新規取得者に対して、試

験手数料の全額補助

防護柵

の設置

等に関

する取

組

1.補助金の交付（農地のみ）

農業者に対し侵入防止柵及び電気柵

の原材料費及び加工費の 1/2 を補

助。（限度額 15 万円）

・原材料価格の高騰による農業者

の負担増加と意欲低下。

・過疎による若年層の減少と担い

手不足により農業者が減少して

いる。定住者が高齢者のみで自

家消費程度の耕作をしていると

ころが多く、耕作自体を放棄す

る事例が増えている。

・耕作面積が狭いため対策に応じ

た収入や収穫が見込めず、被害

防止対策に対する意欲が低下。

・田畑や住宅地周辺の草刈りを行

い、鳥獣が潜みやすい場所を減

らすよう指導をしているが、土

地所有者が近隣に居住していな

かったり、高齢者であったりで

作業が進まない。

生息環

境管理

その他

の取組

1.講師を招いた研修会の実施

2.鳥獣被害対策に関するチラシの回

覧

・防除が重要な鳥獣被害対策では

あるが、所有地の防除を行う前

に捕獲を望む声の方が大きい。



（５）今後の取組方針

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項

（１）対象鳥獣の捕獲体制

松崎町で発生している鳥獣被害は、対策が進んだ農業者の鳥獣被害より

も、鳥獣被害対策が進んでいない自家消費分の農作物や林産物の被害が多

い。自家消費分の被害量の把握は難しいが、野生鳥獣の目撃情報や、駆除狩

りの依頼件数は減っておらず、依然として野生鳥獣による被害は発生して

いる。

また、静岡県が実施したニホンジカの生息実態調査においても、生息頭

数が減少したエリアもあれば増加しているエリアもあるため、正確な個体

数の把握は難しいが、狩猟者や農業者からの情報を収集し、鳥獣被害対策

研修会の実施や啓発チラシの作成及び配布を行い、引き続き鳥獣被害防止

に対する意識作りを進める。

１．被害地域住民に対する被害防止啓発活動や研修の実施

・緩衝帯の整備について

・電気柵、防護柵の設置について

・農作物残渣や生活ごみ等の適正な処理について

２．狩猟免許の取得奨励

・町の補助金の活用等により狩猟免許の取得を奨励し、捕獲人員の増加に

努める。

３．わなの普及促進

・現在所有している箱わなを増やし、安全で効果的な捕獲体制の構築を図

る。

４．野生鳥獣の生息範囲等の把握

・静岡県が実施したニホンジカの生息実態調査結果や、町民から寄せられ

た目撃情報や被害情報により、大きな被害が発生しそうな場所の把握に

努め、収集した情報は、効率的な捕獲につながるよう猟友会に提供する。

猟友会との連携を密にし、効率的な捕獲を目指す。

猟友会と連携して新規狩猟免許取得者の捕獲技術向上に取り組む。

猟友会員以外の免許保有者に自衛のための捕獲を促す。



（２）その他捕獲に関する取組

年度 対象鳥獣 取組内容

令和５年度 イノシシ

ニ ホン ジ

カ

サル

アナグマ

ハクビシン

・被害防止対策の周知を行い、地元住民の自衛

意識の向上を図る。

・新たに狩猟免許を取得する場合、費用の一部

を助成する。

・被害調査に基づく箱わなの効率的な配置。

・ニホンジカの捕獲については、県で実施して

いる管理捕獲や、国有林内での捕獲事業と連

携を図りつつ対策を進めて行くよう検討す

る。

令和６年度 イノシシ

ニ ホン ジ

カ

サル

アナグマ

ハクビシン

・被害防止対策の周知を行い、地元住民の自衛

意識の向上を図る。

・新たに狩猟免許を取得する場合、費用の一部

を助成する。

・被害調査に基づく箱わなの効率的な配置。

・ニホンジカの捕獲については、県で実施して

いる管理捕獲や、国有林内での捕獲事業と連

携を図りつつ対策を進めて行くよう検討す

る。

令和７年度 イノシシ

ニ ホン ジ

カ

サル

アナグマ

ハクビシン

・被害防止対策の周知を行い、地元住民の自衛

意識の向上を図る。

・新たに狩猟免許を取得する場合、費用の一部

を助成する。

・被害調査に基づく箱わなの効率的な配置。

・ニホンジカの捕獲については、県で実施して

いる管理捕獲や、国有林内での捕獲事業と連

携を図りつつ対策を進めて行くよう検討す

る。



（３）対象鳥獣の捕獲計画

捕獲計画数等の設定の考え方

静岡県第 13 次鳥獣保護管理事業計画及び第二種特定鳥獣管理計画をふま

え、適正な捕獲を推進する。農業者の被害は減少しても、自家消費分の農作

物や林産物の被害の報告は多いため、引き続き捕獲圧をかけていく。イノ

シシやニホンジカの大型鳥獣の捕獲は賀茂猟友会松崎分会に依頼し、アナ

グマやハクビシン等中型鳥獣獣においては、鳥獣被害対策実施隊を中心と

して捕獲を含めた対応を検討していく。捕獲数は、近年の捕獲実績を勘案

し、実際に捕獲可能な数値を上限として設定する。捕獲計画数は次の表の

とおり。

対象鳥獣
捕獲計画数等

令和５年度 令和６年度 令和７年度

イノシシ 300 300 300

ニホンジカ 300 300 300

サル 30 30 30

アナグマ

ハクビシン
30 30 30

捕獲等の取組内容

イノシシ 銃 毎年度4月1日～3月31日

わな 毎年度4月1日～3月31日

地域 町内（鳥獣保護地区を除く。）

1回の申請につき12ヶ月以内。

ニホンジカ 銃 毎年度4月1日～3月31日

わな 毎年度4月1日～3月31日

地域 町内（鳥獣保護区を除く。）

1回の申請につき12ヶ月以内。

サル 銃 毎年度4月1日～3月31日

わな 毎年度4月1日～3月31日

地域 町内（鳥獣保護区を除く。）

1回の申請につき６ヶ月以内。

アナグマ・ハクビシン わな 毎年度4月1日～3月31日

地域 町内（鳥獣保護区を除く。）

1回の申請につき３ヶ月以内。



（４）許可権限委譲事項

４．防護柵の設置等に関する事項

（１）侵入防止柵の整備計画

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容

ライフル銃を使用する捕獲の実施の予定はないが、対策上有効と認めら

れる場合は使用について検討する。

対象地域 対象鳥獣

松崎町内 権限移譲済み対象鳥獣

カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ類、ムクドリ、カラ

ス類、カワラバト（ドバト）、ノウサギ、ハクビシン、アナ

グマ、イノシシ、ニホンジカ、ノイヌ、ノネコ、サル、タイ

ワンリス、ヌートリア、タヌキ、キツネ、モグラ（省令別表

第 2に掲げるものを除く。）、ネズミ、アライグマ（省令第

78 条第 1 項の表に掲げるもの及び省令別表第 2 に掲げるも

のを除く。）

対象鳥獣 整備内容

個別に申請があったものに対し、町単独で補助金を交付。

(補助率 1/2、限度額 150 千円)

令和５年度 令和６年度 令和７年度

イノシシ

ニホンジカ

サル

アナグマ

ハクビシン

電気柵、ワイヤー

メッシュ柵設置に

必要な原材料購入

に対する補助

電気柵、ワイヤー

メッシュ柵設置に

必要な原材料購入

に対する補助

電気柵、ワイヤー

メッシュ柵設置に

必要な原材料購入

に対する補助

備考
予算 2,850 千円

町単独事業

予算 2,850 千円

町単独事業

予算 2,850 千円

町単独事業



（２）侵入防止柵の管理等に関する取組

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項

（１）関係機関等の役割

対象鳥獣 取組内容

令和５年度 令和６年度 令和７年度

イノシシ

ニホンジカ

サル

アナグマ

ハクビシン

集落点検を含む総

合的な鳥獣被害対

策に関する研修会

を実施

集落点検を含む総

合的な鳥獣被害対

策に関する研修会

を実施

集落点検を含む総

合的な鳥獣被害対

策に関する研修会

を実施

年度 対象鳥獣 取組内容

令和５年度 イノシシ

ニホンジカ

サル

アナグマ

ハクビシン

総合的な鳥獣被害対策に関する研修会を実

施

令和６年度 イノシシ

ニホンジカ

サル

アナグマ

ハクビシン

総合的な鳥獣被害対策に関する研修会を実

施

令和７年度 イノシシ

ニホンジカ

サル

アナグマ

ハクビシン

総合的な鳥獣被害対策に関する研修会を実

施

関係機関等の名称 役割

松崎町役場 現場対応と関係機関に連絡

下田警察署 現場対応

賀茂猟友会松崎分会 情報提供

賀茂農林事務所 情報提供と被害対策への協力



（２）緊急時の連絡体制

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有

効な利用に関する事項

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法

（２）処理加工施設の取組

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組

現在は、捕獲した対象鳥獣は速やかに埋設処分または自家消費している。

食品 町・猟友会・商工観光関係団体等と連携して方策を検

討する。

ペットフード 町・猟友会・商工観光関係団体等と連携して方策を検

討する。

皮革 町・猟友会・商工観光関係団体等と連携して方策を検

討する。

その他

（油脂、骨製品、角

製品、動物園等での

と体給餌、学術

研究等）

町・猟友会・商工観光関係団体等と連携して方策を検

討する。

現在は、捕獲した対象鳥獣は速やかに埋設処分または自家消費している

が、町・猟友会・商工観光関係団体等と連携して設置について検討する。

人材育成については、食肉加工処理施設等が整備されていない状況であ

るため、必要に応じて検討する。

被

害

者

賀茂猟友会松崎分会

下
田
警
察
署

松崎町

相談

相談

通報

連絡

連絡

賀茂農林事務所

報告・相談



９．被害防止施策の実施体制に関する事項

（１）協議会に関する事項

協議会の名称 松崎町野猿等対策協議会

（設立年月日：平成２年）

構成機関の名称 役割

富士伊豆農業協同組合 松崎町内における有害鳥獣による被害に対し、

その対策のために必要な方法等について調査及び

検討し、もって健全な農林業の振興を図る。

コミュニティづくり推進連絡協

議会

松崎町内における有害鳥獣による被害に対し、

その対策のために必要な方法等について調査及び

検討し、もって健全な農林業の振興を図る。

松崎町農業委員会 松崎町内における有害鳥獣による被害に対し、

その対策のために必要な方法等について調査及び

検討し、もって健全な農林業の振興を図る。

伊豆森林組合 松崎町内における有害鳥獣による被害に対し、

その対策のために必要な方法等について調査及び

検討し、もって健全な農林業の振興を図る。

松崎町農業振興会 松崎町内における有害鳥獣による被害に対し、

その対策のために必要な方法等について調査及び

検討し、もって健全な農林業の振興を図る。

賀茂猟友会松崎分会 松崎町内における有害鳥獣による被害に対し、

その対策のために必要な方法等について調査及び

検討し、もって健全な農林業の振興を図る。

伊豆森林管理署 松崎町内における有害鳥獣による被害に対し、

その対策のために必要な方法等について調査及び

検討し、もって健全な農林業の振興を図る。

松崎町 松崎町内における有害鳥獣による被害に対し、

その対策のために必要な方法等について調査及び

検討し、もって健全な農林業の振興を図る。



（２）関係機関に関する事項

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項

協議会の名称 伊豆地域鳥獣害対策連絡会

(設立年月日：平成８年)

構成機関の名称 役割

富士伊豆農業協同組合 連絡会の運営・情報提供

市町（下田市、東伊豆町、河津

町、南伊豆町、松崎町、西伊豆

町）

情報提供と被害対策の実施

賀茂地区農業委員会協議会 情報提供と被害対策への協力

伊豆森林組合 情報提供と被害対策への協力

賀茂猟友会 情報提供と被害対策への協力

鳥獣保護管理員 情報提供と被害対策への協力

賀茂農林事務所 情報提供・助言・指導

平成 31 年４月１日より松崎町鳥獣被害対策実施隊を設置。実施隊員は、松

崎町職員のうちから町長が任命する。隊長は産業建設課長をもって充て、

副隊長は、産業係長をもって充てる。

活動内容

・松崎町鳥獣被害防止計画に定める対象鳥獣の駆除に関する業務

・対象鳥獣を追い払う活動に関する業務

・対象鳥獣による被害を軽減させるために必要と認める業務

地域住民への啓発と共同作業

・動物の習性や各法の下での捕獲の講習・説明会による啓発活動。

・農作物残渣や生活ごみなど、餌になるものの管理についての説明。

・町内各集落と連携、協力して捕獲及び防除体制を整備する。

・捕獲対策等に関して国・県と情報交換を図る。

・猟友会と連携を行い、町民の生命や身体に対する危害の発生を防止する

ための情報収集を行っていく。

・町民・農業者に対し、電気柵の適切な設置方法や安全点検等の普及活動

を行い、事故防止に努める。


